
■新座市 令和７年度物価高対応子育て応援手当 支給対象確認フローチャート

対象児童（平成19年4月2日から令和8年3月31

日までに出生した児童）を養育していますか？

令和７年９月分（令和７年９月に出生した児童は、
令和７年１０月分）の児童手当を受給しましたか？

令和７年９月分（令和７年９月に出生した児童
は、令和７年１０月分）の児童手当を（元）配
偶者が受給しましたか？

こども支援課まで
お問合せください。児童手当をどこから受給しましたか？

（児童手当をどこに申請されますか？）

令和７年１０月１日以降に離婚、配偶者の死亡等
により、新たに児童手当の受給者となりました
か？

支給対象外

令和7年10月1日から令和8年
3月31日までに出生した児童
がいますか？

新座市での支給対象です。【申請不要】

また、令和７年９月分（令和７年９月に出生した児童
は、令和７年１０月分）の児童手当を受給した方で、
令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに出
生した児童がいる場合は、新座市に児童手当額改定認
定請求書を提出してください。

新座市での支給対象です。【申請不要】

いいえ

他市町村

新座市での

支給対象ではありません。

※令和７年９月分（令和７年９月に出生
した児童は、令和７年１０月分）の児童
手当を支給された市区町村に確認してく
ださい。

※令和７年１０月１日から令和８年３月
３１日までに出生した児童は、児童手当
の認定時において住民登録がある市区町
村に申請してください。

所属庁
（公務員）

児童手当の受給者が、令和7年9月30日時点で新座市に住民登録がありますか？
※令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに出生した児童は、児童手当の認定時において新座
市に住民登録がありますか？

新座市での

支給対象ではありません。

※令和7年9月30日時点で住民登録がさ
れている市区町村に申請してください。

※令和７年１０月１日から令和８年３
月３１日までに出生した児童は、児童
手当の認定時において住民登録がある
市区町村に申請してください。

新座市での

支給対象です。

【要申請】

所属庁からの児童手当受給証明済みの物価高対応子育て応
援手当申請書（請求書）を提出してください。

また、令和７年９月分（令和７年９月に出生した児童は、
令和７年１０月分）の児童手当を受給した方で、令和７年
１０月１日から令和８年３月３１日までに出生した児童が
いる場合は、改めて出生した児童について所属庁からの児
童手当受給証明済みの物価高対応子育て応援手当申請書
（請求書）を提出してください。

いいえ

はい

はい

新座市

いいえ

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい はい


